
石油製品価格の高騰への的確な対応を求める意見書 

 
 石油製品価格の高騰は、生活物資の価格上昇を招き、国民の生活や産業活動に多

大な影響を及ぼしている。 
とりわけ、ガソリン、軽油、灯油などの燃油価格の高騰は、日常における自動車

への依存度が極めて高い本県にとって、消費税率の引き上げと相まって県民生活に

与える影響が大きい。今後、暖房用燃料の需要が増大する冬を迎え、燃油代が家計

を圧迫することで個人消費が低迷し、景気回復にも遅れが生じることが懸念される。 
また、県内産業においては、特に影響が大きい農林漁業者、運輸業者等において、

関係資材や燃料等の価格高騰が、経営に深刻な打撃を与えている。 
 よって、国においては、石油製品価格の高騰による地域経済への影響を最小限に

食い止めるため、石油製品の適正価格の確保に向けた特例税率への配慮など、地方

創生の実現に向け、的確な対応策を早急に講じるよう強く要望する。 
 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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